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技術士とは技術士とは

（１）技術士法の定義

（２）ＡＰＥＣエンジニアの定義

（３）プロフェッショナルエンジニアの定義



技術士法の定義技術士法の定義

　「科学技術に関する高等の専門的応
用能力を必要とする事項についての、
計画、研究、設計、分析、試験、評価、
これらの指導の業務を行うもの」（技術
士法第二条）



ＡＰＥＣエンジニアの定義ＡＰＥＣエンジニアの定義

（１）所定のエンジニアリング課程を修了
（２）自立して業務を遂行する能力
（３）７年間の実務経験
（４）２年間の重要な、責任ある業務
（５）継続的な能力開発
（６）行動規範の遵守
（７）行動の責任（法、その他）



プロフェッショナルエンジニアプロフェッショナルエンジニア
の定義の定義

（１）体系化された理論に基づく専門的能力
を保有する（個人属性）

（２）倫理規範に基づく業務の遂行能力を保
有する（個人属性）

（３）能力と規範の推進のための職業団体を
組織する（社会的仕組み）

（４）社会の承認を得ている（社会的仕組み）



技術士の定義技術士の定義

　以上をまとめると、技術士（プロフェッショナ
ルエンジニア）とは、次のような能力を備えた
技術者であると定義されます。

（１）高等の専門的能力を持つ

（２）業務を自立して遂行することができる

（３）倫理規範を備えている



応用能力とは応用能力とは

　応用能力とは、すでに存在する原理原則、あ
るいは先行事例を参照しながらも、過去の
知見をそのまま適用するのでなく、その時の
状況に合わせて修正（＝応用）して、適用す
る能力のことを指します。ゆえに、応用能力
とは、先行例が全くないといった種類のオリ
ジナリティが求められているわけではありま
せん。



高等とは高等とは

　先行事例を、ちょっといじっただけで、だれ
もが実施できる程度の応用であったか、非
常に困難な条件のなかで、大いに頭を悩ま
せて、工夫を凝らし、やっと実施できるよう
な応用レベルであったか、という違い。「高
等の」というのはあくまでも相対的な評価。
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図‐図‐1.11.1　技術士試験に関する基本的な仕組み　技術士試験に関する基本的な仕組み

経路1　技術士補として登録し、指導技術士の下で4年を超える期間の実務経験を積む経路
経路2　優れた指導者の監督の下で4年を超える期間の実務経験を積む経路
経路3　7年を超える期間の実務経験を積む経路（第一次試験合格前の実務経験も通算できる）
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（注）「認定された教育課程」とは、文部科学大臣が指定した大学等の教育機関の課程を指す。

図－図－2.12.1　大学等理工系学部の技術者教育と　大学等理工系学部の技術者教育と
企業等組織における技術者教育との連携企業等組織における技術者教育との連携



①　基本的な資質として、
　a）高い職業倫理
　b）柔軟で創造性に富む思考力
　c）生涯にわたって新しい知識を獲得し、それを統合してい
　　く能力
②　技術的な能力として、
　a）自らの専門領域（複数領域）に関する知識とその応用力
　b）技術分野全般を見渡す広い視野や幅広い知識
　c）的確な問題設定力／洞察力を持ち、必要とする技術を
　　組み合わせ
　　統合して問題を解決する能力
　とともに、技術者として大成していくために不可欠な
③　経営・管理能力や説明力、コミュニケーション能力等を
　　有し、国際的に通用することが求められる。



①　社会的責任を果たすための課題

②　社会のニーズに的確に対応するための課題

③　業務遂行に必要な能力の向上を図るための課題

④　社会からの信頼と尊敬を得るための課題

ＩＰＤにおける修習の４つの視点ＩＰＤにおける修習の４つの視点



表－表－2.12.1　技術者教育プログラムと基本修習課題のリンク　技術者教育プログラムと基本修習課題のリンク

④個人的技量
(コミュニケーション、国際的
な適応力)
(Personal Practice Skills)

(f)日本語による論理的な記述力、口頭
発表力、討議等のコミュニケーション能
力および国際的に通用するコミュニケー
ション基礎能力

④社会からの信
頼と尊敬を得る
ための視点

⑤専門技術能
力(自己の専
門分野におけ
る知識、応用
能力、遂行責
任)
(Engineering 

Practice 
Skills)

③業務遂行技量
(専門分野の業務遂行を支え
る基本的知識および理解能
力、デザイン、リーダーシップ、
マネジメント能力)
(Business and Management 

Skills)

(c) 数学、自然科学および情報技術に関
する知識とそれらを応用できる能力
(d)該当する分野の専門技術に関する知
識とそれらを応用できる能力
(e) 種々の科学、技術および情報を利用
して社会の要求を解決するためのデザ
イン能力
(h) 与えられ制約の下で計画的に仕事を
進め、まとめる能力

③業務遂行に
必要な能力の向
上を図るための
視点

②社会、環境、安全への配慮
(Environment, Health and 

Safety)

(a)地球的視点から多面的に物事を考え
る能力とその素養

②社会のニーズ
に的確に対応す
るための視点

①技術者行動原則
(Ethics and Principles)

(b)技術が社会や自然に及ぼす影響や
効果、および技術者が社会に対して負っ
ている責任に関する理解(技術者倫理)
(g) 自主的、継続的に学習できる能力

①社会的責任を
果たすための視
点

専門課題共通課題

基本修習課題JABEEの技術者教育
プログラムの目標

修習の視点



表－表－2.22.2　基本修習課題の整理　基本修習課題の整理

企業等組織内部および
技術者協会等の研修
による体系的な学習、
教育、訓練

F.　専門職技術者の社会的責任
（技術者の行動原則、社会、環境
、安全への配慮）

行動原則
(Commitment)

企業等組織内部および
技術者協会等の研修
による体系的な学習、
教育、訓練

A. 計画および設計
B. リーダーシップおよびマネジメ
ント

C. コミュニケーション、国際的な
適応力

業務遂行能力
(Management 

Skills)

主に企業等組織内部に
おける専門教育、訓練

A. 基礎技術知識および理解力
B. 専門分野における技術知識、
計画、設計、応用能力

専門技術能力
(Discipline Specified 

Competency)

修習の場
(Places of Training)

必要とする能力
(Required Competency)

基本修習課題
(Core Units = 

Professional 
Competency)



表－表－2.32.3　基本修習課題：能力要件への展開　基本修習課題：能力要件への展開



図－図－3.13.1　　PDCAPDCAにおける修習技術者と指導技術者の関係における修習技術者と指導技術者の関係
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改善アドバイス

実務指導
定期ミーティング

DoAct

目標の設定
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修習の記録
進捗の確認

修習実施

Check

Plan

指導技術者指導技術者



１．科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計

画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務

に従事した期間が７年を超え、かつ、第二次試験を受けようとする者

を適切に監督することができる職務上の地位にある者によるもので

あること。

２．第二次試験を受けようとする者が技術士になるのに必要な技能を修

習することができるよう、前号に規定する業務について、指導、助言

その他の適切な手段により行われるものであること。

指導技術者の監督の要件指導技術者の監督の要件
((技術士法施行規則第十条の二技術士法施行規則第十条の二))



　　　　　　　　　修習の目的修習の目的
①　技術士第二次試験受験資格の獲得であり、具体的には

「監督内容証明書」に所要事項の記載ができること

②　技術士第二次試験に合格する能力と実績を獲得するこ

とであり、表－2.3の専門技術能力、業務遂行能力、行動

原則に関して実績を作ること

③　技術者として大成するための基礎を獲得すること



表－表－4.14.1　修習計画基礎表（自己分析）　修習計画基礎表（自己分析）



修習技術者の修習環境と課題修習技術者の修習環境と課題

l 指導者と日常的に接する機会が少ない

l 社内の教育システムが未整備のため第一
次試験合格後のフォローが十分でない

l 所属組織内では技術士に対する認識が低
い、もしくは技術士制度をよく知らない

l 地方在住のために適切な修習場所がない



図－図－4.14.1　修習の手順　修習の手順



表－表－4.24.2　修習時間の目安（審査指針による）　修習時間の目安（審査指針による）

上記の3課題について目標達成に
必要な修習を追加する

1／2程度
（90～100時間）

修習目標達成の
ための課題

表―2.3における個別課題の修習
時間

1／10程度
（約20時間）行動原則

表―2.3における個別課題の修習
時間

1／5程度
（30～40時間）業務遂行能力

表―2.3における個別課題の修習
時間

1／4程度
（約50時間）専門技術能力

摘　　要修習時間基本課題



表－表－4.34.3（（11）　修習課題と時間の例（）　修習課題と時間の例（11））

20245594949年間時間

208444社会的責任行動原則

205555コミュニケーション、国際的な適応

2221055リーダーシップおよびマネージメント

5510151515計画と設計

業務遂行能力

7520251515専門分野の知識と応用能力

1055基礎技術知識
専門技術能力

合計4年目3年目2年目1年目課　題

表－表－4.34.3（（22）　修習課題と時間の例（）　修習課題と時間の例（22））

5010101515専門技術能力

10030303010
修習目標達成のための自己課題

（主に専門技術能力に関しての課題）

30101055業務遂行能力

20058565333年間時間

208633行動原則

合計4年目3年目2年目1年目課　題

4年間での修習課題と修習時間の例（1）：ほぼ均等に時間を配分した例

4年間での修習課題と修習時間の例（2）：前半に基礎技術知識獲得に重点を置いた例



表－表－4.44.4　修習計画基礎表　修習計画基礎表



表－表－4.54.5　私の修習ノート　私の修習ノート



表－表－4.64.6　修習計画の一例　修習計画の一例



表－表－4.74.7　自己環境ギャップ分析表（例）　自己環境ギャップ分析表（例）

ギャップ

専門職技術者の社会
的責任

行動原則

コミュニケーション、
国際的な適応

リーダーシップ及びマ
ネジメント

計画及び設計業務遂行能力

専門分野における技
術知識、計画、設計、
応用能力

基礎技術知識及び理
解力

専門技術能力

自己環境改善の工夫現　状モデル計画基本修習課題と所要能力



図－図－4.24.2　自己環境ポジショニングマップ（例）　自己環境ポジショニングマップ（例）



表－表－5.15.1　第二次試験受験時に　第二次試験受験時に
必要な証明書必要な証明書

所属組織（企業等）業務経歴票3
所属組織（企業等）監督者要件証明書

指導技術者監督内容証明書

所属組織（企業等）業務経歴票
2

補助する技術士業務経歴票1
証明者必要な書類名※経路

※受験申込書に記載されている名称



表－表－5.25.2　業務経歴票に記載する業務と　業務経歴票に記載する業務と
監督内容証明書に記載する事項の区分監督内容証明書に記載する事項の区分

1）修習技術者が自発性を持って、就業時間
　外に実施する業務外研修活動
2）指導技術者が、修習の目的を明示して行う
　指導、監督
3）所属組織（企業等）が実施する、教育研修
　（社内外を問わず）
4）就業時間内の業務のうち、特段に修習技
　術者の自発性と専門的応用能力の高等性
　が際だつもの（特許考案、研究論文発表、
　その他、自発性・専門能力の特に高い業務）

修習技術者が所属組織（企業
等）において日常遂行する業務

記載
事項

指導技術者の指導の下に、修習技術者の自
発性により実施する研修

科学技術に関する専門的応用能
力を必要とする事項についての
計画、研究、設計、分析、試験、
評価又はこれらに関する指導の
業務（単純な技能的な業務、研
究・設計等に付随する庶務的な
業務を除く）

定義

監督内容証明書に記載する事項業務経歴票に記載する業務区分



（1）専門技術能力修習時間 ＊＊時間

（2）業務遂行能力修習時間 ＊＊時間

（3）行動原則修習時間 ＊＊時間

（4）延べ修習時間 ＊＊時間





表－表－6.16.1　修習技術者支援実行委員会が実施する　修習技術者支援実行委員会が実施する
年間研修講座年間研修講座

修習技術者キャリアアップ
セミナー（新人対象）　　　　
　　　　　　

業務遂行能
力

3

第一次試験合格者歓迎会
ガイダンス（新人対象）

オリエンテー
ション

2・修習技術者年次発表大
　会
・先端複合技術研究発表
・タイムリーなテーマでの
　パネル討論

年間のまとめ8

新エネルギー技術動向、IT、
バイオ・ナノテクノロジー

専門技術能
力

1技術者倫理と社会的責任、
環境、安全

行動原則7

技術史、地球温暖化対策、
循環型社会対応

行動原則12社会へのアクセス能力
体験者パネル討論

業務遂行能
力

6

修習技術者能力向上セミ
ナー
（参加型セミナー）

業務遂行能
力

11コミュニケーション能力、
企画・設計、問題発見・解
決能力

業務遂行能
力

5

技術者倫理ケーススタデイ行動原則10新時代の技術者像、技術
者教育、国際標準規格、想
像力育成

専門技術能
力

4

講座名／行事名基本課題月講座名／行事名基本課題月



表－表－6.26.2　修習機関情報（　修習機関情報（11））



表－表－6.26.2　修習機関情報（　修習機関情報（22））



表－表－6.36.3　修習機関情報（　修習機関情報（11））



表－表－6.36.3　修習機関情報（　修習機関情報（22））



修　習修　習
　法律に規定されたことを、義務として、
最小限度を行えばよいというものではな
い。法が作った制度を利用して、初期技
術者教育（ＩＰＤ）を積極的に実践する
ものである。

・法は最小限度の規程を定めるに過ぎない。

・法は、第二次試験受験資格は保証するが、
試験合格は保証していない。



おわりにおわりに

　　　　　　　修習技術者の皆さんへ

　　　　　今日から直ちにはじめましょう
修習技術者支援実行委員会は皆さんの修習の支援をする
委員会です。日本技術士会のホームページから修習技術者
支援実行委員会のページへアクセスしてください。研修セミ
ナー、支部で開催される行事等への参加、修習に関する質
問などをすることができます。また、日本技術士会への入会
のご案内もあります。
　　　　　（URL  http://www.engineer.or.jp）


